
⽤語（第１条）

（⽤語）
第⼀条 この省令において使⽤する⽤語は、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第百⼗四号。以下「法」とい
う。）及び国家公務員等の旅費に関する法律施⾏令（令和六年政令第三百六号。以下「令」という。）において使⽤する⽤語の例
による。

● 省令で使⽤する⽤語について、旅費法及び旅費法施⾏令の⽤語の例によることを定める規定。
● 旅費法令として⽤語の意義等を統⼀する観点から、旅費法及び旅費法施⾏令で定義した⽤語を旅費法省令でも使
⽤することとしている。

規定の
趣旨
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（注）各法令等の略称
• 旅費法 ：国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）
• 旅費法施⾏令：国家公務員等の旅費に関する法律施⾏令（令和６年政令第306号）
• 旅費法省令 ：国家公務員等の旅費⽀給規程（昭和25年⼤蔵省令第45号）
• 運⽤⽅針 ：国家公務員等の旅費に関する法律等の運⽤⽅針について（令和６年12⽉20⽇付財計第4707号）



附属の島（第２条）

● 旅費法の委任に基づき、本邦に含まれる附属の島を定める規定。

（附属の島）
第⼆条 法第⼆条第⼆号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

規定の
趣旨
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旅⾏命令等の変更を受けた場合等における旅費（第３条）

（旅⾏命令等の変更を受けた場合等における旅費）
第三条 法第三条第六項に規定する財務省令で定めるものは、法第⼋条第⼆項の規定により旅費を⽀給する場合を除くほか、次に掲
げる⾦額とする。
⼀ 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。）については、令第五条第⼀項
各号、第六条第⼀項各号、第七条第⼀項各号及び第⼋条各号に掲げる各費⽤について、当該各条及び法第六条の規定により計算
した額と現に⽀払つた額で所要の払戻⼿続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額⼜は所要の取消⼿続をとつ
たにもかかわらずなお⽀払う必要がある額を⽐較し、当該各費⽤ごとのいずれか少ない額の合計額

⼆ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊⼿当に相当する部分を除く。）、家族移転費（宿泊⼿当に相当する部分を除
く。）及び渡航雑費については、当該各種⽬について令第九条、第⼗条、第⼗⼆条、第⼗三条、第⼗四条第⼀項及び第⼗五条並
びに法第六条の規定により計算した額と現に⽀払つた額で所要の払戻⼿続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができな
い額⼜は所要の取消⼿続をとつたにもかかわらずなお⽀払う必要がある額を⽐較し、当該各種⽬ごとのいずれか少ない額の合計
額

三 前⼆号に掲げる⾦額のほか、⼿数料その他の旅⾏命令等の変更等に伴い⽀給する必要があるものとして旅⾏命令権者が認めた
額

● 旅費法の委任に基づき、旅⾏命令等の変更により旅⾏が中⽌になった場合等に発⽣する旅⾏者の損失となった⾦
額（払戻不可額やキャンセル料等）について、旅費として⽀給できる⾦額を定める規定。

＜第１号＞
○ 交通費に係るキャンセル料等につき、旅費法施⾏令第21条と同様、その構成要素（運賃・料⾦等）のそれぞれ
について、⽐較することとしている。

＜第３号＞
○ 宿泊施設を利⽤⽇直前にキャンセルした際、宿泊代⾦（宿泊費基準額と同額）の100%がキャンセル料として請
求され、さらに当該キャンセル料を⽀払う際の振込⼿数料が発⽣したような場合に当該⼿数料が旅⾏者の負担とな
らないようにするため、旅⾏命令権者が認めた場合には当該⼿数料を追加的に⽀給することとしている。

規定の
趣旨
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旅費額を喪失した場合における旅費（第４条）

（旅費額を喪失した場合における旅費）
第四条 法第三条第七項に規定する財務省令で定める⾦額は、次に掲げる⾦額とする。
⼀ 現に所持していた旅費額（交通⼿段を利⽤するための乗⾞券、乗船券、航空券等で当該旅⾏について購⼊したものを含む。次
号において同じ。）の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅⾏を完了するため法及び令の規定により⽀給すること
ができる額

⼆ 現に所持していた旅費額の⼀部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

● 旅費法の委任に基づき、旅費額を喪失した場合に、旅費として⽀給できる⾦額を定める規定。
● 旅費額とは概算払で⽀給された⾦額をいう
● ⽀給する趣旨としては、旅⾏中の天災等により旅費額を喪失した場合において、当該旅⾏を完了させるため、当
該喪失分を旅費として⽀給するというものである。

規定の
趣旨
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旅⾏命令等の通知（第５条）

（旅⾏命令等の通知）
第五条 旅⾏命令権者は、旅⾏命令等を発し、⼜はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第⼀項で定める事項を⽀出官
等に通知しなければならない。

● 旅⾏命令等の発出及び変更について、旅⾏命令制度の適正な運⽤を図る観点から、⽀出官等に通知することを定
める規定。

規定の
趣旨
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（旅⾏命令簿等の記載事項⼜は記録事項）
第六条 法第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、発令年⽉⽇、出発地、⽤務、⽤務先、到着地、旅⾏期間及び旅⾏命令
権者の官職とする。

２ 旅⾏命令簿は、旅⾏命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所⼜は居所、官職、⽒名、職務の
級（職員が内閣総理⼤⾂等⼜は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。）、旅費の請求者並びに概算払及び精算払
に係る⽀給年⽉⽇及び⽀給額を記載⼜は記録する。

３ 旅⾏依頼簿は、旅⾏命令権者が旅⾏者ごとに作成し、第⼀項に定める事項のほか、所属団体⼜は所属部局課、住所⼜は居所、役
職⼜は官職、⽒名、職務の級（旅⾏者が内閣総理⼤⾂等⼜は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。）、旅費の請
求者並びに概算払及び精算払に係る⽀給年⽉⽇及び⽀給額を記載⼜は記録する。

４ 旅⾏命令簿等は、備考欄を設け、旅⾏命令等の変更をする場合には、旅⾏命令等の変更の事実及び変更前の旅⾏命令等の発令年
⽉⽇を記載⼜は記録する。

旅⾏命令簿等の記載事項⼜は記録事項（第６条）

● 旅費法の委任に基づき、旅⾏命令簿等の記載事項⼜は記録事項を定める規定。
● 本条の事項を満たしていれば、旅⾏命令簿等の様式は問わないこととしている。

規定の
趣旨
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旅⾏命令等の変更の申請（第７条）

（旅⾏命令等の変更の申請）
第七条 旅⾏者は、法第五条第⼀項⼜は第⼆項の規定により旅⾏命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに⾜
る資料を提出しなければならない。

● 旅⾏命令等の変更を申請するに当たって、必要な事項を定める規定。規定の
趣旨
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⾏政職俸給表㈠に相当する職務の級（第８条）

（⾏政職俸給表㈠に相当する職務の級）
第⼋条 令第⼀条第⼆項第三号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅⾏者の職務の内容及び旅⾏者に⽀給される給与の額を
勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各庁の⻑は財務⼤⾂への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる
職務の級とすることができる。
⼀ ⼀般職の職員の給与に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第九⼗五号。以下「⼀般職給与法」という。）第六条第⼀項第⼀号ロ及
び第⼆号から第⼗号までに規定する俸給表の適⽤を受ける者 別表第⼀の⼀及び別表第⼀の⼆で定める職務の級

⼆ ⼀般職の任期付研究員の採⽤、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法律第六⼗五号。別表第⼀の三において「任
期付研究員法」という。）第三条第⼀項の規定により任期を定めて採⽤された者 別表第⼀の三で定める職務の級

三 ⼀般職の任期付職員の採⽤及び給与の特例に関する法律（平成⼗⼆年法律第百⼆⼗五号）第三条第⼀項の規定により任期を定
めて採⽤された者 ⽤務の内容及び⾏政職俸給表㈠の適⽤を受ける者との権衡を考慮して各庁の⻑が定める職務の級

四 特別職の職員の給与に関する法律（昭和⼆⼗四年法律第⼆百五⼗⼆号。次号及び別表第⼀の三において「特別職給与法」とい
う。）第⼀条第四⼗四号に掲げる者 別表第⼀の三で定める職務の級

五 ⼀般職給与法第⼆⼗⼆条の規定による⾮常勤職員及び特別職給与法第⼀条第四⼗五号から第七⼗⼆号までに掲げる者 ⽤務の
内容及び⾏政職俸給表㈠の適⽤を受ける者との権衡を考慮して各庁の⻑が定める職務の級

六 ⼀般職の職員以外の職員であつて、その者の受ける俸給が⼀般職給与法を準⽤して定められている者 現にその者について定
められている職務の級

● ⾏政職俸給表㈠の適⽤を受けない者の職務の級について、⼀律の基準を⽰し、この基準に従って定めた場合は財
務⼤⾂への協議を経たものとみなすことができる規定。

規定の
趣旨
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行政職 
俸給表 
（一） 

行政職 
俸給表 
（二） 

専 門 
行政職 
俸給表 

税務職 
 

俸給表 

公安職 
俸給表 
（一） 

公安職 
俸給表 
（二） 

海事職 
俸給表 
（一） 

海事職 
俸給表 
（二） 

教育職 
俸給表 
（一） 

教育職 
俸給表 
（二） 

研究職 
 

俸給表 

医療職 
俸給表 
（一） 

医療職 
俸給表 
（二） 

医療職 
俸給表 
（三） 

福祉職 
 

俸給表 

専 門 
ｽﾀｯﾌ職 
俸給表 

１０級  ８級 １０級 １１級 １０級   ５級  ６級 ５級    ４級 

９級  ７級 ９級 １０級 ９級 ７級  4級の5号俸以上  5級の5号俸以上 ４級 ８級   ３級 

８級  ６級 ８級 ９級 ８級   4級の4号俸以下 
3級の29号俸以上  5級の4号俸以下 3級の5号俸以上    ２級 

７級  ５級 ７級 ８級 ７級 ６級  3級の9号俸から 
28号俸まで 3級の29号俸以上  3級の4号俸以下 ７級 ７級 ６級  

６級  ４級 ６級 ７級 ６級   2級の25号俸以上 
3級の25号俸から 
28号俸まで 
2級の49号俸以上 

4級 
3級の13号俸以上 2級の13号俸以上 ６級 ６級 ５級 １級 

５級  ３級 ５級 ６級 ５級 ５級  
3級の8号俸以下 
2級の17号俸から 
24号俸まで 

3級の17号俸から 
24号俸まで 
2級の41号俸から 
48号俸まで 

3級の5号俸から 
12号俸まで 

2級の9号俸から 
12号俸まで ５級 ５級 ４級  

４級 ５級  ４級 ５級 ４級 ４級 ６級 2級の5号俸から 
16号俸まで 

3級の5号俸から 
16号俸まで 
2級の37号俸から 
40号俸まで 
1級の57号俸以上 

3級の4号俸以下 2級の8号俸以下 
1級の25号俸以上     

３級 ４級 ２級 ３級 ４級 ３級 ３級 ５級 2級の4号俸以下 
1級の25号俸以上 

3級の4号俸以下 
2級の25号俸から 
36号俸まで 
1級の37号俸から 
56号俸まで 

2級の25号俸以上 1級の13号俸から 
24号俸まで 

4級 
3級の5号俸以上 

4級 
3級の5号俸以上 

3級 
2級の13号俸以上  

２級 ３級 1級の17号俸以上 ２級 
3級の9号俸以上 
2級の33号俸以上 
1級の41号俸以上 

２級 2級の9号俸以上 ４級 
３級 

1級の9号俸から 
24号俸まで 

2級の9号俸から 
24号俸まで 
1級の21号俸から 
36号俸まで 

2級の9号俸から 
24号俸まで 
1級の45号俸以上 

1級の12号俸以下 3級の4号俸以下 
2級の9号俸以上 

3級の4号俸以下 
2級の29号俸以上 2級の12号俸以下  

１級 ２級 
１級 1級の16号俸以下 １級 

3級の8号俸以下 
2級の32号俸以下 
1級の40号俸以下 

１級 2級の8号俸以下 
1級 

２級 
１級 1級の8号俸以下 2級の8号俸以下 

1級の20号俸以下 
2級の8号俸以下 
1級の44号俸以下  

2級の8号俸以下 
1級 

2級の28号俸以下 
1級 １級  

別表第⼀ ⾏政職俸給表㈠の各級に相当する職務の級（第８条関係）1/3
⼀ ⼀般職給与法第六条第⼀項第⼀号ロ及び第⼆号から第⼗号までに規定する俸給表の適⽤を受ける者（別表第⼀の⼆に規定
する職員を除く。）の⾏政職俸給表㈠の各級に相当する職務の級
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⼆ 国家公務員法（昭和⼆⼗⼆年法律第百⼆⼗号）第六⼗条の⼆第⼆項に規定する定年前再任⽤短時間勤務職員⼜は国家公務
員法等の⼀部を改正する法律（令和三年法律第六⼗⼀号）附則第三条第四項に規定する暫定再任⽤職員の⾏政職俸給表㈠の
各級に相当する職務の級

行政職 
俸給表 
（一） 

行政職 
俸給表 
（二） 

専 門 
行政職 
俸給表 

税務職 
 

俸給表 

公安職 
俸給表 
（一） 

公安職 
俸給表 
（二） 

海事職 
俸給表 
（一） 

海事職 
俸給表 
（二） 

教育職 
俸給表 
（一） 

教育職 
俸給表 
（二） 

研究職 
 

俸給表 

医療職 
俸給表 
（一） 

医療職 
俸給表 
（二） 

医療職 
俸給表 
（三） 

福祉職 
 

俸給表 

専 門 
ｽﾀｯﾌ職 
俸給表 

１０級  ８級 １０級 １１級 １０級   ５級  ６級 ５級    ４級 

９級  ７級 ９級 １０級 ９級 ７級     ４級 ８級   ３級 

８級  ６級 ８級 ９級 ８級   ４級  ５級     ２級 

７級  ５級 ７級 ８級 ７級 ６級     ３級 ７級 ７級 ６級  

６級  ４級 ６級 ７級 ６級     ４級  ６級 ６級 ５級 １級 

５級  ３級 ５級 ６級 ５級 ５級  ３級 ３級 ３級  ５級 ５級 ４級  

４級 ５級  ４級 ５級 ４級 ４級 ６級 ２級 ２級  ２級     

３級 ４級 ２級 ３級 ４級 ３級 ３級 ５級 １級 １級 ２級 １級 ４級 
３級 

４級 
３級 

３級 
２級  

２級 ３級 １級 ２級 
３級 
２級 
１級 

２級 ２級 ４級 
３級   １級  ２級 ２級   

１級 ２級 
１級  １級  １級 １級 ２級 

１級     １級 １級 １級  

別表第⼀ ⾏政職俸給表㈠の各級に相当する職務の級（第８条関係）2/3

10



三 任期付研究員法第三条第⼀項の規定により任期を定めて採⽤された者及び特別職給与法第⼀条第四⼗四号に掲げる者の⾏
政職俸給表㈠の各級に相当する職務の級

行政職 
俸給表 
（一） 

任期付研究
員法 
第三条 
第一項 
第一号 

任期付 
研究員法 
第三条 
第一項 
第二号 

特別職 
給与法 
第一条 

第四十四号 
 

１０級    

９級 六号俸  

十二号俸 
十一号俸 
十号俸 
九号俸 

８級 五号俸   

７級 四号俸  

八号俸 
七号俸 
六号俸 
五号俸 

６級 三号俸  四号俸 
三号俸 

５級 二号俸   

４級 一号俸  二号俸 

３級  
三号俸 
二号俸 
一号俸 

一号俸 

２級    

１級    

別表第⼀ ⾏政職俸給表㈠の各級に相当する職務の級（第８条関係）3/3
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鉄道賃に係る鉄道（第９条）

（鉄道賃に係る鉄道）
第九条 令第五条第⼀項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⼀ 鉄道事業法（昭和六⼗⼀年法律第九⼗⼆号）第⼆条第⼀項に規定する鉄道事業の⽤に供する鉄道に類するもの
⼆ 軌道法（⼤正⼗年法律第七⼗六号）第⼀条第⼀項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前⼆号に掲げるものに相当するもの

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、鉄道に相当するものを定める規定。
● 将来的に新しい形態の鉄道が登場した場合や外国での鉄道利⽤にも対応するため、「類するもの」・「相当する
もの」と規定している。

規定の
趣旨
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船賃に係る船舶（第10条）

（船賃に係る船舶）
第⼗条 令第六条第⼀項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⼀ 海上運送法（昭和⼆⼗四年法律第百⼋⼗七号）第⼆条第⼆項に規定する船舶運航事業の⽤に供する船舶に類するもの
⼆ 外国における前号に掲げるものに相当するもの

規定の
趣旨

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、船舶に相当するものを定める規定。
● 将来的に新しい形態の船舶が登場した場合や外国での船舶利⽤にも対応するため、「類するもの」・「相当する
もの」と規定している。
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航空賃に係る航空機（第11条）

（航空賃に係る航空機）
第⼗⼀条 令第七条第⼀項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⼀ 航空法（昭和⼆⼗七年法律第⼆百三⼗⼀号）第⼆条第⼗⼋項に規定する航空運送事業の⽤に供する航空機に類するもの
⼆ 外国における前号に掲げるものに相当するもの

規定の
趣旨

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、航空機に相当するものを定める規定。
● 将来的に新しい形態の航空機が登場した場合や外国での航空機利⽤にも対応するため、「類するもの」・「相当
するもの」と規定している。

14



特定航空移動等（第12条）

（特定航空移動等）
第⼗⼆条 令第七条第⼆項第⼆号に規定する財務省令で定めるものは、⼀の旅⾏区間における⾶⾏時間が⼋時間以上の移動とする。
２ 令第七条第⼆項第四号に規定する財務省令で定めるものは、⼀の旅⾏区間における⾶⾏時間が⼆⼗四時間以上の移動とする。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、職階区分に応じた運賃等級の制限について、その例外の場合を定める規定。
● 「⼀の旅⾏区間」とは、出発地から旅⾏地までの区間（往路あるいは復路）を指している。
● 「⾶⾏時間」とは、旅⾏者が航空機に搭乗している時間を指しており、乗継ぎのための待機時間等は含まない。

規定の
趣旨
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宿泊費基準額等（第13条）
（宿泊費基準額等）

第⼗三条 令第九条に規定する財務省令で定める額は、別表第⼆のと
おりとする。

２ 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつ
ては、現に⽀払つた費⽤の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、
旅⾏命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
⼀ 国際会議（内閣総理⼤⾂、国務⼤⾂、内閣官房副⻑官、副⼤⾂、
⼤⾂政務官⼜は国会議員（次項第⼆号において「各⼤⾂等」とい
う。）が出席するものに限る。）において主催者から宿泊施設の
指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

⼆ 公務の円滑な運営上⽀障のない範囲及び条件において検索し、
その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

３ 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつ
ては、現に⽀払つた費⽤の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、
旅⾏命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

⼀ 国際会議（これに準ずるものを含む。以下この号及び次号にお
いて同じ。）において外国政府、国際機関その他国際会議の主催
者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが
困難であるとき。

⼆ 国際会議に出席するため各⼤⾂等の外国旅⾏に同⾏する者が各
⼤⾂等と同⼀の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上⽀障を来
すとき。

三 外務⼤⾂が財務⼤⾂に協議して定める宿泊施設の⼀覧表に記載
されている宿泊施設に宿泊する場合であつて、当該宿泊施設に宿
泊することが公務の円滑な運営に資するとき。

四 公務の円滑な運営上⽀障のない範囲及び条件において検索し、
その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

五 為替相場の変動その他旅⾏命令等を発した時には通常予⾒する
ことのできない事情があつたとき。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、宿泊費基準額を定めるとともに、現に⽀払った費⽤の額が宿泊費基準額を超えた
場合に当該現に⽀払った額を⽀払うことができる場合を定める規定。

● 宿泊費基準額については、実際に宿泊した宿泊地に応じて判断する。

＜第２項・第３項＞
○ 「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、メタサーチサイト⼜は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を
提供できる旅⾏代理店を利⽤して検索することをいう。［運⽤⽅針規程第13条関係第２項及び第３項１］

○ 「最も安価な宿泊施設」とは、宿泊料⾦及び⽤務先と宿泊施設との間の移動に係る交通費を勘案し、予約時点で
最も安価な宿泊施設、ルームタイプ及び料⾦体系であるものをいう。［運⽤⽅針規程第13条関係第２項及び第３
項２］

規定の
趣旨
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• 都道府県を基本単位として、各区分の⾦額を定めている。

• 宿泊費基準額については、実際に宿泊した宿泊地に応じて判断する（外国も同様）。

別表第⼆ 宿泊費基準額（第13条関係）1/2

宿泊費基準額（⼀夜につき）
区分 職務の級が

⼗級以下の者指定職職員等内閣総理⼤⾂等

13,000 円18,000 円27,000 円北海道

11,000 円15,000 円23,000 円⻘森県

9,000 円13,000 円19,000 円岩⼿県

10,000 円14,000 円21,000 円宮城県

11,000 円15,000 円23,000 円秋⽥県

10,000 円14,000 円21,000 円⼭形県

8,000 円11,000 円17,000 円福島県

11,000 円15,000 円23,000 円茨城県

10,000 円14,000 円21,000 円栃⽊県

10,000 円14,000 円21,000 円群⾺県

19,000 円27,000 円40,000 円埼⽟県

17,000 円24,000 円36,000 円千葉県

19,000 円27,000 円40,000 円東京都

…………

12,000 円17,000 円25,000 円⿅児島県

11,000 円15,000 円23,000 円沖縄県

⼀ 本邦
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別表第⼆ 宿泊費基準額（第13条関係）2/2

• 在外公館所在都市を基本単位として、各区分の⾦額を定めている。

• 都市の⾦額がないものは、国⼜は地域の⾦額による。

宿泊費基準額（⼀夜につき）区分
職務の級が
⼗級以下の者指定職職員等内閣総理

⼤⾂等地名国名地域

18,000 円20,000 円29,000 円ニューデリーインドアジア
10,000 円11,000 円16,000 円コルカタ
12,000 円13,000 円19,000 円チェンナイ ………………

54,000 円59,000 円86,000 円ワシントンアメリカ合衆国北⽶
38,000 円42,000 円61,000 円アトランタ
49,000 円54,000 円78,000 円サンフランシスコ
42,000 円46,000 円67,000 円シアトル
44,000 円48,000 円70,000 円シカゴ
43,000 円47,000 円69,000 円デトロイト
40,000 円44,000 円64,000 円デンバー …………

57,000 円63,000 円91,000 円ニューヨーク

…………

42,000 円46,000 円67,000 円ロサンゼルス
36,000 円40,000 円58,000 円その他の地 ………………

43,000 円47,000 円69,000 円リヤドサウジアラビア中東
21,000 円23,000 円34,000 円ジッダ
37,000 円41,000 円59,000 円その他の地 ………………

21,000 円23,000 円34,000 円その他の地域

⼆ 外国
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規程第13条関係
第２項
１ 「国際会議」とは、多国間の会議、フォーラム、⼆国間協議等の本来的な意味での国際会議をいう。
２ 「主催者」とは、政府、各府省等が所管する法⼈⼜は地⽅公共団体であって、当該国際会議の開催に係る主要な主体となっ
ているものをいう。

３ 「宿泊施設の指定」とは、当該国際会議の参加に適した宿泊施設が選定されている場合において、旅⾏者が当該宿泊施設に
宿泊しなければならないことをいう。

４ 「公務の円滑な運営上⽀障のない範囲及び条件」とは、次に掲げる範囲⼜は条件（以下「範囲等」という。）のうち、旅⾏
命令権者が公務の円滑な運営上必要と認めるものをいう。
⑴ ⽤務先まで、最も適当な移動⼿段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに旅
⾏における特別の事情を勘案し、旅⾏命令権者がやむを得ないと認める場合には、⽤務先までの適当な所要時間の範囲内と
することができる。

⑵ 複数の旅⾏者が同⼀の宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、当該旅⾏者分の部屋数の確保が可能であること。
⑶ 旅⾏を中⽌する、変更する可能性がある場合には、予約の取消し⼜は変更が可能な期間が設定されているプランであるこ
と。

⑷ 施設内に執務可能な事務机、無線LAN（Wi-Fi）等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。
⑸ 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策が⾏われている等の安全性が確保されている施設であること。

【参考】運⽤⽅針 規程第13条関係 1/2
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規程第13条関係
第３項
１ 「国際会議」とは、多国間の会議、フォーラム、⼆国間協議
等の本来的な意味での国際会議をいい、「これに準ずるもの」
とは、会議の名称にかかわらず、各⼤⾂等が外国政府⾼官等と
会談し意⾒交換を⾏うもの及び各種式典を含むものとする。

２ 「主催者」とは、外国政府、国際機関、外国地⽅公共団体そ
の他外国公法⼈⼜はその関係団体であって、当該国際会議の開
催に係る主要な主体となっているものをいう。

３ 「宿泊施設の指定」には、当該国際会議の参加に適した宿泊
施設が選定されている場合であって旅⾏者が当該宿泊施設に宿
泊しなければならないときのほか、会場周辺に適当な宿泊施設
がない場合、他国の参加者の多くが当該宿泊施設を利⽤する場
合であって当該宿泊施設において他国と打合せをする必要があ
るとき、当該宿泊施設において主催者の求めによる⽤務がある
場合その他事実上当該宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上
⽀障を来たす場合を含むものとする。

４ 「同⾏する者」には、各⼤⾂等と同⼀の⽇程で⾏動する者の
ほか、各⼤⾂等の外国旅⾏に係る⽤務に必要と認められる期間
において、各⼤⾂等からの要請に基づき即時に打合せ等の対応
を⾏わなければならない者を含むものとする。

５ 「同⼀の宿泊施設」には、やむを得ない事情により各⼤⾂等
と異なる近隣の宿泊施設を利⽤した場合における当該宿泊施設
を含むものとする。

６ 「公務の円滑な運営上⽀障のない範囲及び条件」とは、次に
掲げる範囲等のうち、旅⾏命令権者が公務の円滑な運営上必要
と認めるものをいう。

⑴ ⽤務先まで、最も適当な移動⼿段による所要時間がおおむね
30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに当該
旅⾏における特別の事情を勘案し、旅⾏命令権者がやむを得な
いと認める場合には、⽤務先までの適当な所要時間の範囲内と
することができる。

⑵ 複数の旅⾏者が同⼀の宿泊施設で宿泊する必要がある場合に
は、当該旅⾏者分の部屋数の確保が可能であること。

⑶ 旅⾏を中⽌する、⼜は変更する可能性がある場合には、予約
の取消し⼜は変更が可能な期間が設定されているプランである
こと。

⑷ 施設内に執務可能な事務机、無線LAN（Wi-Fi）等の公務の
円滑な運営上必要な設備が整えられていること。

⑸ 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策
が⾏われている等の安全性が確保されている施設であること。

⑹ 周辺地域における治安情勢を考慮し、旅⾏者の安全に配慮し
た⽴地にあること。

⑺ 危険地域（外務省による危険情報がレベル２以上の地域）に
おいては、⑸の防犯対策に加えて、旅⾏者の安全を確保するう
えで必要な設備、対策等が講じられていること。

第２項及び第３項
１ 「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、メタサーチサイト
⼜は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅⾏
代理店を利⽤して検索することをいう。

２ 「最も安価な宿泊施設」とは、宿泊料⾦及び⽤務先と宿泊施設
との間の移動に係る交通費を勘案し、予約時点で最も安価な宿泊
施設、ルームタイプ及び料⾦体系であるものをいう。

【参考】運⽤⽅針 規程第13条関係 2/2
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宿泊⼿当の定額等（第14条）

（宿泊⼿当の定額等）
第⼗四条 令第⼗⼀条に規定する財務省令で定める⼀夜当たりの定額は、別表第三のとおりとする。
２ 宿泊⼿当の額は、法及び令の規定により⽀給される宿泊費⼜は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前
項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
⼀ 朝⾷⼜は⼣⾷に係る費⽤のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の⼆の額
⼆ 朝⾷及び⼣⾷に係る費⽤に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の⼀の額

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊⼿当の額は、前⼆項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第三のとおりとする。た
だし、法及び令の規定により⽀給される鉄道賃、船賃、航空賃⼜はその他の交通費（包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相
当するものを含む。）に⾷費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の⼀の額とする。

４ 旅⾏者が、旅⾏中⾃宅（住所⼜は居所若しくはこれに相当する場所をいう。）に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、
宿泊⼿当は⽀給しない。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、宿泊⼿当の定額やその計算⽅法について定める規定。

＜第２項＞
○ ⽀給する宿泊費に⼣朝⾷代相当額が含まれている場合であって、その⾦額が明確でなく宿泊費から控除して算定
することができないときに、⼆重⽀給を防⽌する観点から、宿泊⼿当を減額する規定。

＜第３項＞
○ 移動中に宿泊した場合（例：機内泊）であって、その移動中に交通機関から⾷事が提供されたときに、⼆重⽀給
を防⽌する観点から、宿泊⼿当を減額する規定。

＜第４項＞
○ 「これに相当する場所」は、旅⾏者の実家や親戚宅等の「宿泊を伴う旅⾏に必要な諸雑費（⼣朝⾷代の掛かり増
しを含む諸雑費）の発⽣が想定されない場所」を想定している。

規定の
趣旨
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別表第三 宿泊⼿当（第14条関係）

• 内国・外国ともに、「国」を基本単位として⾦額を定めているため、内国は⼀区分となっている。

宿泊⼿当
（⼀夜につき）区分

2,400 円全ての地

⼀ 本邦

• 在外公館が所在する国を基本単位として、各区分の⾦額を定めている。

• 国の⾦額がないものは、地域の⾦額による。

宿泊⼿当
（⼀夜につき）

区分
国名地域

4,800 円インドアジア
4,500 円インドネシア
5,400 円カンボジア
5,400 円シンガポール

………

5,400 円アメリカ合衆国北⽶
5,400 円カナダ

………

5,400 円アルゼンチン中南⽶
5,400 円ウルグアイ
5,400 円エクアドル
5,400 円エルサルバドル
4,800 円キューバ

………

5,400 円その他の地域

⼆ 外国
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転居費の算定⽅法等（第15条）

（転居費の算定⽅法等）
第⼗五条 令第⼗⼆条に規定する財務省令で定める⽅法は、次に掲げる⽅法とする。ただし、外国旅⾏においては、別表第四に定め
る容積⼜は重量の範囲内において算定した額とする。
⼀ 運送業者が家財の運送を⾏う場合には、複数の運送業者に⾒積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき
に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする⽅法

⼆ 旅⾏役務提供者が家財の運送を⾏う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする⽅法
三 旅⾏者が宅配便⼜は⾃家⽤⾃動⾞若しくは道路運送法（昭和⼆⼗六年法律第百⼋⼗三号）第⼋⼗条第⼀項の許可を受けて業と
して有償で貸し渡す⾃家⽤⾃動⾞その他これらに類するものを利⽤して家財の運送を⾏う場合には、当該運送に要する額を転居
費の額とする⽅法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第⼀号の規定により算定した額を超えるとき
は、当該額とする。

２ 前項の算定に当たつては、法及び令の規定により他の種⽬として⽀給を受ける費⽤その他の国費による⽀給が適当でない費⽤と
して主計局⻑が定めるものを除くものとする。

３ 職員⼜は家族が他から赴任に係る旅費の⽀給⼜はこれに相当する⾦額の⽀払を受ける場合には、前⼆項の規定により算定した転
居費の額から当該⽀給⼜は当該⽀払を受ける⾦額を差し引くこととする。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、転居費の算定⽅法や⽀給対象外となる費⽤等について定める規定。

＜第１項＞
○ 外国赴任においては引越し費⽤も⾼額になることから、別表第４で定める上限量を規定している。「容積によ
り」は船便を、「重量により」は航空便を、それぞれ想定している。

○ 第１号は、引越し業者を利⽤した場合の転居費の算定⽅法について定めている。
○ 第３号は、宅配便、⾃家⽤⾞やレンタカー等を利⽤した場合の転居費の算定⽅法について定めている。国費の適
正な⽀出の観点から、この場合においても、第１号で規定する⾒積りが必要となる。

＜第２項＞
○ 「国費による⽀給が適当でない費⽤として主計局⻑が定めるもの」は、ピアノや美術品等の個⼈的な嗜好の強い
ものを運送する際の追加費⽤、⾃家⽤⾃動⾞等を運送する際の追加費⽤（⼀部例外あり）、家具等の購⼊費⽤、敷
⾦等の初期費⽤等としている。［運⽤⽅針規程第15条関係第２項］

規定の
趣旨
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別表第四 外国旅⾏の転居費に係る家財運送量の上限（第15条関係）

上 限区 分

13.5㎥職員

在外公館長

家財の運送単位を容積により算出する場合

９㎥配偶者

1.5㎥子（一人につき）

９㎥職員

その他の者 ９㎥配偶者

1.5㎥子（一人につき）

540㎏職員

在外公館長

家財の運送単位を重量により算出する場合

360㎏配偶者

60㎏子（一人につき）

360㎏職員

その他の者 360㎏配偶者

60㎏子（一人につき）
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規程第15条関係
第２項

主計局⻑が定めるものは、次に掲げる費⽤とする。
１ 法及び令の規定により他の種⽬として⽀給を受ける費⽤
２ 多くの⺠間企業において⽀給を制限している次に掲げる費⽤
⑴ ピアノ、美術品、⾻董品、ペット、庭⽯、植⽊等の個⼈的
な嗜好の強いものを運送する際の追加費⽤

⑵ ⾃家⽤⾃動⾞、⾃動⼆輪⾞等を運送する際の追加費⽤。た
だし、離島、へき地等への異動に際し⾃家⽤⾃動⾞、⾃動⼆
輪⾞等を運送しなければ公務の運営上⽀障を来すと各庁の⻑
が認める場合には、⽀給の対象とすることができる。

⑶ 荷造り及び荷解きに係る追加費⽤（いわゆるおまかせプラ
ン等を利⽤したことによる追加費⽤であり、追加の作業員に
係る補助⾞両費を含む。）。ただし、次に掲げる費⽤は、⽀
給の対象とすることができる。
ア ⾝体上の理由等により⾃⼒での荷造り及び荷解きができ
ないと各庁の⻑が認めた場合には、当該荷造り及び荷解き
に係る追加費⽤

イ 外国旅⾏において、パッキングリストの作成、荷物の梱
包その他運送業者が通関等の義務的な⼿続を⾏うために必
要な作業に要する費⽤

⑷ ⼯事、設置等に係る追加費⽤。ただし、空調設備、暖房器
具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け⼯事費⽤並びに
取付けに必須の付帯⼯事費⽤については、⽀給の対象とする。

３ 家具、家電等の⽣活⽤品を購⼊した費⽤等の旅費に馴染まない次
に掲げる費⽤
⑴ 家具、家電等の購⼊費及び賃料
⑵ 宿舎等の修繕費（ハウスクリーニング料⾦等の原状回復費⽤を
含む。）

⑶ 家電リサイクルに係る費⽤
⑷ 不⽤品、不要品及び粗⼤ごみの回収、処理及び処分に係る費⽤
⑸ 荷物を⼀時保管する場合の追加費⽤。ただし、宿舎を退去しな
ければならない⽇⼜は着任⽇から宿舎への⼊居が可能となる⽇ま
での最低限の期間に⽣じた⼀時保管に要する費⽤については、⽀
給の対象とする。

⑹ 敷⾦、礼⾦、仲介⼿数料等の⺠間賃貸住宅等への⼊居に要する
初期費⽤

⑺ 新居住地の下⾒に要する費⽤
⑻ 友⼈等の転居の補助を⾏った者への謝礼等
⑼ 家族の転園、転学等に要する費⽤
⑽ 官公庁への諸⼿続に要する費⽤

【参考】運⽤⽅針 規程第15条関係
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近距離の転居に係る転居費等の制限（第16条）

（近距離の転居に係る転居費等の制限）
第⼗六条 同⼀市町村内（東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内）における在勤官署の変更に伴う旅⾏
については、国設宿舎への⼊居⼜は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は⽀給しない。

● 近距離の転居に関して、転居費等の制限を設ける規定。
● 同⼀市町村内の異動であっても、ＢＣＰ要員等で国設宿舎への⼊退去を命じられた場合は、本規定の対象外とし
ている。

規定の
趣旨
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渡航雑費の細則（第17条）

（渡航雑費の細則）
第⼗七条 令第⼗五条に規定する財務省令で定める費⽤は、次に掲げる費⽤（公務のため特に必要とするものに限る。）とする。
⼀ 保険料
⼆ 医薬品の購⼊に係る費⽤
三 携⾏品の購⼊に係る費⽤
四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費⽤
五 令第⼗五条に規定する費⽤に類する⼜は付随する費⽤
六 前各号に掲げる費⽤のほか、旅⾏者の負担とすべきでないものとして主計局⻑が定める費⽤

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、渡航雑費の対象とする費⽤の細則を定める規定。

＜第２号＞
○ 「医薬品」であれば全て該当するわけではなく、旅⾏者の持病の有無等の個々の旅⾏の実情に応じて、「公務の
ため特に必要とするもの」であるかを判断する必要がある。

＜第３号＞
○ 「携⾏品」は、スーツケースや海外電源⽤の変換プラグ等を想定している。

規定の
趣旨
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規程第17条関係
第６号に規定する主計局⻑が定める費⽤は、各庁の⻑が財務⼤⾂に協議して定める費⽤とする。

【参考】運⽤⽅針 規程第17条関係
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死亡⼿当の定額（第18条）

（死亡⼿当の定額）
第⼗⼋条 令第⼗六条の財務省令で定める定額は、別表第五のとおりとする。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、死亡⼿当の定額を定める規定。規定の
趣旨

死亡手当区 分

930,000円全ての者

別表第五 死亡⼿当（第18条関係）
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退職者等の旅費の細則（第19条）
（退職者等の旅費の細則）

第⼗九条 令第⼗七条第⼀項に規定する財務省令で定めるものは、次
に掲げる旅費とする。
⼀ 法第三条第⼆項第⼀号の規定により旅費を⽀給する場合には、
次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅⾏中に退職等となつた場合には、

出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者（職員が内閣
総理⼤⾂等⼜は指定職職員等であつた場合には、当該者をいう。
ロ及び第三号において同じ。）として退職等の⽇にいた地から
旧在勤地に旅⾏するものとして計算した旅費

ロ 職員が赴任のための内国旅⾏中に退職等となつた場合には、
赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等
の⽇にいた地から新在勤地に旅⾏するものとして計算した旅費

⼆ 本邦に出張のための外国旅⾏中の外国在勤の職員が法第三条第
⼆項第⼀号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅
費を⽀給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を
旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ⼜
はニ及び次項の規定に準じた旅費

三 法第三条第⼆項第四号の規定により旅費を⽀給する場合には、
次に掲げる旅費
イ 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合に

は、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧
在勤地から本邦内の地に旅⾏するものとして計算した旅費（着
後滞在費を除く。）

ロ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅⾏中に退職等となつた
場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者と
して出張地から本邦内の地に旅⾏するものとして計算した旅費

ハ 外国在勤の職員が出張のための外国旅⾏中に退職等となり、
出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅⾏をし
た場合には、次に掲げる旅費
⑴ ロの規定に準じた旅費
⑵ 家財⼜は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場

合には、⑴に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等と
なる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅⾏
するものとして算定した転居費及び家族移転費

ニ 外国在勤の職員が出張のための外国旅⾏中に退職等となり、
出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅⾏をした場
合には、次に掲げる旅費
⑴ 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出

張地から旧在勤地に旅⾏するものとして計算した旅費
⑵ イの規定に準じた旅費

２ 前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅⾏中
において退職等となつた場合において法第三条第⼆項第四号の規定
により⽀給する旅費は、前項第三号の規定に準じて各庁の⻑が財務
⼤⾂に協議して定めるものとする。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、退職者等の旅費の細則について定める規定。

＜第１項＞
○ 「退職等となる前の職務の級の者として（中略）旅⾏するものとして計算」とは、退職者等の旅⾏において、当
該退職者等の退職等となったときの職階区分に応じて適⽤する宿泊費基準額や交通費の運賃等級を決定するという
趣旨である。

規定の
趣旨
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遺族等の旅費の細則（第20条）

（遺族等の旅費の細則）
第⼆⼗条 令第⼗⼋条に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
⼀ 本邦在勤の職員が法第三条第⼆項第⼆号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を⽀給するときは、次に掲げる旅費

イ 職員が出張のための内国旅⾏中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地（外国在住の遺族の場合には、本邦におけ
る外国からの到着地）と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅⾏中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅⾏する
ものとして計算した旅費

⼆ 本邦に出張のための外国旅⾏中の外国在勤の職員が法第三条第⼆項第⼆号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を⽀給
するときは、第四号イの規定に準じた旅費

三 法第三条第⼆項第三号の規定により旅費を⽀給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地（外国に帰住する場合に
は、本邦における外国への出発地）に旅⾏するものとして計算した旅費（宿泊費及び包括宿泊費を除く。）

四 法第三条第⼆項第五号の規定により⽀給する旅費は、次に掲げる旅費
イ 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための外国旅⾏中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅⾏する
ものとして計算した旅費

五 法第三条第⼆項第六号の規定により⽀給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地（本邦内の地に限る。）に旅⾏するもの
として算定した転居費及び家族移転費（着後滞在費に相当する部分を除く。）

六 法第三条第⼆項第七号の規定により⽀給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
２ 遺族が前項第⼀号から第五号までに規定する旅費の⽀給を受ける順位は、法第⼆条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、
年⻑者を先にする。

● 旅費法施⾏令の委任に基づき、遺族等の旅費の細則について定める規定。

＜第１項＞
○ 「職員が（中略）旅⾏するものとして計算」とは、遺族の旅⾏において、職員の死亡時の職階区分に応じて適⽤
する宿泊費基準額や交通費の運賃等級を決定するという趣旨である。

規定の
趣旨
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規程第20条関係
第１項

「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。

【参考】運⽤⽅針 規程第20条関係
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休暇帰国の旅費の計算（第21条）

（休暇帰国の旅費の計算）
第⼆⼗⼀条 法第三条第⼆項第⼋号の規定により⽀給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁（各庁の⻑の在勤官署をいう。）所
在地（所属庁がない場合には、東京都。）間の往復について出張の例に準じて計算する。

● 休暇帰国の旅費の計算について、⽀給可能な区間を定める規定。規定の
趣旨
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旅⾏依頼に係る旅費（第22条）

（旅⾏依頼に係る旅費）
第⼆⼗⼆条 法第三条第四項の規定により⽀給する旅費は、旅⾏者の職務の級を⾏政職俸給表㈠の適⽤を受ける者の職務の級に相当
するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各庁の⻑が財務⼤⾂への協議を経たものとみなして定めることが
できる。

● 旅⾏依頼に係る旅費について、財務⼤⾂への協議を経たものとみなせる場合を定める規定。規定の
趣旨
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電磁的⽅法（第23条）

（電磁的⽅法）
第⼆⼗三条 法第七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、各庁の⻑が定める⽅法とする。

● 旅費法の委任に基づき、電磁的⽅法について定める規定。規定の
趣旨
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請求書及び必要な資料の種類、記載事項⼜は記録事項等（第24条）

（請求書及び必要な資料の種類、記載事項⼜は記録事項等）
第⼆⼗四条 法第七条第⼀項に規定する請求書の種類は、次に掲げるも
のとする。
⼀ 次号から第五号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合に
は、出張旅費精算請求書⼜は出張旅費概算請求書

⼆ 法第三条第⼀項に規定する赴任に係る旅費⼜は同条第⼆項第⼀号、
第四号、第⼋号若しくは第五項の規定により転居費、着後滞在費、
家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求す
る場合には、赴任旅費精算請求書⼜は赴任旅費概算請求書

三 法第三条第⼆項（第⼀号、第四号及び第⼋号を除く。）に係る旅
費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

四 法第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
五 法第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
六 法第三条第⼋項に係る旅費に相当する⾦額を請求する場合には、
当該⾦額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

２ 法第七条第⼀項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおり
とする。ただし、旅⾏役務提供者が旅費に相当する⾦額を請求する場
合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規
定する額を証明するに⾜る資料⼜はその⽀払を証明するに⾜る資料に
代えることができる。

３ 法第七条第七項に規定する記載事項⼜は記録事項は、別表第七の上
欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び
別表第⼋の上欄に掲げる種⽬の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げ
る事項とする。

４ 旅⾏役務提供者が旅費に相当する⾦額を請求する場合において、別
表第七中「請求者」とあるのは、「旅⾏者」と読み替えるものとする。
この場合において、前項で定める記載事項⼜は記録事項に準ずる内容
が記載⼜は記録され、かつ、⽀出官等が認めた請求書に相当するもの
（請求する者の名称⼜は⽒名及び住所が記載されたものに限る。）を
もつて、第⼀項第六号に掲げる請求書に代えることができる。

５ 旅⾏命令権者及び⽀出官等は、旅⾏者⼜は旅⾏役務提供者が請求書
を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものと
する。

６ 前項の場合において、請求書を提出した者が旅⾏役務提供者である
ときは、旅⾏命令権者及び⽀出官等は、旅⾏者に対して必要な報告⼜
は資料の提出を求めることができる。

７ ⽀出官等は、旅費を⽀給した⼜は旅費に相当する⾦額を⽀払つた場
合には、請求書に⽀給先⼜は⽀払先及び⽀給年⽉⽇⼜は⽀払年⽉⽇を
記載⼜は記録するものとする。

● 旅費法の委任に基づき、旅費の請求に係る請求書及び必要な資料の種類、記載事項⼜は記録事項を定める規定。

＜第１項＞
○ 請求する旅費に応じて、必要な請求書の種類が異なることとなる。

規定の
趣旨

36



別表第六 請求書に添付する資料（第24条関係）1/3

添付する資料区 分

運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料

令第五条第一項第一号に掲げる運賃（運賃
の等級が区分された鉄道による移動に限
る。）

一 鉄道賃

その支払を証明するに足る資料（急行料金にあつては、支出
官等が必要と認める場合に限る。）

令第五条第一項第二号から第六号までに掲
げる費用

運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料

令第六条第一項第一号に掲げる運賃（運賃
の等級が区分された船舶による移動に限
る。）二 船賃

その支払を証明するに足る資料
令第六条第一項第二号から第五号までに掲
げる費用

運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料

令第七条第一項第一号に掲げる運賃

三 航空賃

その支払を証明するに足る資料
令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる
費用

その支払を証明するに足る資料四 その他の交通費
その支払を証明するに足る資料
第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当するこ
とを証明するに足る資料（令第九条ただし書に該当する場合
に限る。以下この表において同じ。）

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料
その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

六 包括宿泊費
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別表第六 請求書に添付する資料（第24条関係）2/3

添付する資料区 分
その支払を証明するに足る資料
転居を証明する資料
同居する家族であることを証明する資料（家族の転居に要す
る費用を含む場合に限る。）
令第十四条第一項第二号イ又はロに規定する許可を証明する
に足る資料（同号イ又はロに規定する場合に該当するときに
限る。）
令第十四条第二項に規定する延長の許可を証明するに足る資
料（同項に該当する場合に限る。）

七 転居費

その支払を証明するに足る資料
第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当するこ
とを証明するに足る資料

八 着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

その支払を証明するに足る資料
移転を証明する資料
同居する家族であることを証明する資料
第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当するこ
とを証明するに足る資料
令第十四条第一項第二号イ、ロ、ハ又はニに規定する許可を
証明するに足る資料（同号イ、ロ、ハ又はニに規定する場合
に該当するときに限る。）

九 家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

その支払を証明するに足る資料十 渡航雑費
請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに
掲げる資料
退職等の事由を証明する資料
所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明
するに足る資料
旅行中に又は外国の在勤地において退職等となつたことを証
明する資料

十一 令第十七条に規定する旅費
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別表第六 請求書に添付する資料（第24条関係）3/3

添付する資料区 分

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号まで
に掲げる資料
職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料
帰住を証明する資料（遺族が帰住した場合に限る。）
遺族であることを証明する資料（請求者が遺族である場合に
限る。）

十二 死亡時旅費請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料
旅行命令等の変更、法第三条第一項、第二項、第四項及び第
五項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡
又は令第三条第二項各号に掲げる場合に該当することを証明
する資料
同居する家族であることを証明する資料（転居費のうち家族
の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場
合に限る。）

十三 旅費損失請求書により請求する旅費

天災又は令第三条第三項各号に掲げる事情により旅費額を喪
失したことを証明するに足る資料
喪失額を証明するに足る資料

十四 旅費喪失請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号まで
に掲げる資料
法第九条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料

十五 法第九条第一項に規定する旅費
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別表第七 旅費の請求に係る記載事項⼜は記録事項（請求書）（第24条関係）
記載事項又は記録事項区 分

支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は
役職、職務の級（請求者又は死亡者が内閣総
理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当
する場合には、その旨。以下この表において
同じ。）及び氏名
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地
（宿泊した場合に限る。以下この表において
同じ。）、種目及びその金額
請求年月日
概算額、精算額、追給額及び返納額（これら
については、概算払に係る旅費を請求する場
合に限る。以下この表において同じ。）

出張旅費精算請求書

又は

出張旅費概算請求書

支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は
役職、職務の級及び氏名
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、
種目及びその金額
請求年月日
概算額、精算額、追給額及び返納額

赴任旅費精算請求書

又は

赴任旅費概算請求書

支出官等の官職及び氏名
請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並び
に死亡者の所属部局課、官職、職務の級及び
氏名（これらについては、請求者が遺族であ
る場合に限る。）
請求者の所属部局課、官職、職務の級及
び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及
び氏名（これらについては、請求者が職
員である場合に限る。）
請求額
種目及びその金額
請求年月日

死亡時旅費請求書

記載事項又は記録事項区 分

支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課、官職、職務の級及び氏
名（これらについては、請求者が職員である
場合に限る。）
請求者の住所、職員との続柄及び氏名（これ
らについては、請求者が遺族である場合に限
る。）
請求者の所属団体、役職及び氏名（これらに
ついては、請求者が職員及び遺族以外である
場合に限る。）
請求額
種目及びその金額
損失事由
請求年月日

旅費損失請求書

支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は
役職、職務の級及び氏名
請求額
喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れ
た旅費額及び差引額
喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行
日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種
目及びその金額
喪失事由
請求年月日

旅費喪失請求書

⼀ 旅⾏⽇ごとに記載⼜は記録する事項は、請求の内容が同⼀である、⼜は複
数の旅⾏⽇にわたる旅費である場合には、複数の旅⾏⽇をまとめて記載する
ことができる。

⼆ 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅
費額と同⼀であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のう
ち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種⽬及びその⾦額の記載⼜は記録を省
略することができる。

三 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載⼜は記録す
ることができる。 40



別表第⼋ 旅費の請求に係る記載事項⼜は記録事項（種⽬）（第24条関係）
記載事項又は記録事項区 分

令第五条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる

費用の各金額並びに合計金額
一 鉄道賃

令第六条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる

費用の各金額並びに合計金額
二 船賃

令第七条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の

各金額並びに合計金額
三 航空賃

金額四 その他の交通費

夜数及び金額五 宿泊費

夜数及び金額六 包括宿泊費

夜数及び定額七 宿泊手当

金額八 転居費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額九 着後滞在費

第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員十 家族移転費

金額十一 渡航雑費

定額十二 死亡手当
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旅費の精算に係る期間（第25条）

（旅費の精算に係る期間）
第⼆⼗五条 法第七条第⼆項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅⾏命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅⾏を完了し
た⽇の翌⽇から起算して⼆週間とする。

２ 法第七条第三項に規定する期間は、精算による過払⾦の返納の告知の⽇の翌⽇から起算して⼆週間とする。

● 旅費法の委任に基づき、旅⾏者が概算払を受けた場合の旅費の精算に係る期間を定める規定。規定の
趣旨
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給与の種類（第26条）

（給与の種類）
第⼆⼗六条 法第七条第四項及び第⼗条第⼆項に規定する給与の種類は、⼀般職給与法に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省
業務調整⼿当、初任給調整⼿当、専⾨スタッフ職調整⼿当、扶養⼿当、地域⼿当、広域異動⼿当、単⾝赴任⼿当、特殊勤務⼿当、
特地勤務⼿当（同法第⼗四条の規定による⼿当を含む。）、超過勤務⼿当、休⽇給、夜勤⼿当、宿⽇直⼿当及び管理職員特別勤務
⼿当⼜はこれらに相当する給与とする。

● 旅費法の委任に基づき、概算払の精算や旅費の返納に係る差引きが可能な給与の種類を定める規定。
● ⼀般職の職員の給与に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第九⼗五号）に規定する給与のうち、実費弁償の性質を有
する⼿当や⽀給時期が限定される⼿当等を除いて対象としている。

● 「これらに相当する給与」とは、⼀般職の常勤の職員以外の者の受ける給与など⼀般職の職員の給与に関する
法律に基づかない給与を想定している。

規定の
趣旨
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通勤⼿当との調整（第27条）

（通勤⼿当との調整）
第⼆⼗七条 旅⾏者が⼀般職給与法第⼗⼆条に規定する通勤⼿当⼜はこれに相当する給与（以下この条において「通勤⼿当等」とい
う。）の⽀給を受けている場合であつて、旅⾏の経路に当該通勤⼿当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は
⽀給しないものとする。

● 旅費と通勤⼿当等の⼆重⽀給を防⽌する観点から、通勤⼿当等の⽀給を受けている区間に係る旅費は⽀給しない
ことを定める規定。

● 「通勤⼿当等の区間」とは、旅⾏者が実際に所属庁から⽀給を受けている通勤⼿当等の区間を指している。

規定の
趣旨
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実地監査（第28条）

（実地監査）
第⼆⼗⼋条 法第⼗⼀条の規定により実地監査を⾏う場合には、財務⼤⾂は、あらかじめ、各庁の⻑に対して、監査の⽬的、対象、
⽇程並びに当該職員の官職及び⽒名を通知しなければならない。

● 実地監査を⾏う場合の⼿続を定める規定。規定の
趣旨
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在勤官署等以外の地を出発地⼜は到着地とする場合の旅費（第29条）
（在勤官署等以外の地を出発地⼜は到着地とする場合の旅費）

第⼆⼗九条 在勤官署（常時勤務する在勤官署のない場合⼜は旅⾏命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅⾏命令権者が認
める場所。次項において同じ。）⼜は旅⾏地（以下この項において「在勤官署等」という。）以外の地を出発地として旅⾏する場
合における旅費の⽀給額は、在勤官署等以外の地から⽬的地に⾄る旅費の額と在勤官署等から⽬的地に⾄る旅費の額を⽐較し、い
ずれか少ない額とする。

２ 既に旅⾏している者が、旅⾏地から在勤官署以外の地を到着地として旅⾏する場合における旅費の⽀給額は、旅⾏地から在勤官
署以外の地に⾄る旅費の額と旅⾏地から在勤官署に⾄る旅費の額を⽐較し、いずれか少ない額とする。

● 在勤官署等以外の地を出発地⼜は到着地とした場合に⽀給する旅費を定める規定。
● 通常その滞在を想定されない地（在勤官署等以外の地）を旅⾏命令等の出発地⼜は到着地とした場合は、通常の
旅⾏命令等の場合と⽐較し、より安価な旅費を⽀給することを定めている。

規定の
趣旨
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本邦通過の場合の旅費（第30条）

（本邦通過の場合の旅費）
第三⼗条 外国旅⾏中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅⾏について⽀給する旅費は、内国旅⾏の規定による。ただし、外国
航路の船舶⼜は航空機により本邦を出発し、⼜は本邦に到着した場合における船賃⼜は航空賃については、外国旅⾏の規定による。

２ 前項本⽂の場合において、令第⼗四条第⼀項第⼀号の規定の適⽤については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住
地⼜は居住地とみなす。

● 外国旅⾏中に本邦を通過する場合の旅費について定める規定。規定の
趣旨
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年度経過等による区分（第31条）

（年度経過等による区分）
第三⼗⼀条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこ
れらに相当する部分を含む。）を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の⽬的地に到
着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

● 交通機関での移動中に年度経過や職務の級の変更等があった場合における旅費の計算⽅法を定める規定。規定の
趣旨
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